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第2特集―欧州における高齢者雇用の現状と政策 

 

　
低
い
高
齢
者
の
就
業
率 

　
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
一
九
九
七
年
の
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
ク
・
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
全
体
で
失
業
の
削
減
を
図
る
た
め
、
各

国
の
政
策
調
整
を
行
う
こ
と
で
合
意
し
た
。

こ
の
政
策
は
失
業
者
全
体
を
対
象
と
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
特
に
、
長
期
失
業
者
、
高
齢

者
等
の
特
定
集
団
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。

二
〇
〇
一
年
に
は
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
お
い

て
、
欧
州
理
事
会
が
全
般
的
政
策
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
と
し
て
高
齢
者
の
就
業
率
上
昇
の
目
標

を
定
め
、
五
五
歳
以
上
人
口
の
五
〇
％
が
就

労
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
し
た
。 

　
高
齢
者
雇
用
に
関
す
る
限
り
、
こ
れ
ま
で

ド
イ
ツ
の
全
般
的
雇
用
動
向
は
極
め
て
立
ち

遅
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
五
五
歳
以

上
人
口
の
う
ち
、
就
業
に
よ
り
収
入
を
得
て

い
る
者
は
四
一
％
に
す
ぎ
な
い
。
図
表
１
か

ら
は
、
資
格
、
性
別
に
よ
っ
て
、
こ
の
集
団

内
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

女
性
の
就
業
率
は
そ
の
技
術
水
準
に
関
わ
ら

ず
、
男
性
よ
り
も
さ
ら
に
低
い
。
ま
た
低
熟

練
技
術
労
働
者
の
方
が
、
年
齢
に
関
わ
ら
ず
、

就
職
、
雇
用
が
よ
り
困
難
で
あ
る
こ
と
が
一

般
的
で
あ
る
。 

　
高
齢
者
の
雇
用
機
会
を
増
大
さ
せ
る
た
め
、

特
別
な
方
法
を
開
発
す
る
こ
と
が
必
要
な
こ

と
に
関
し
て
は
、
議
論
は
一
致
し
て
い
る
。

高
齢
者
短
時
間
労
働
法
が
二
〇
〇
九
年
に
期

限
の
切
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
企
業
は
こ
れ
ま

で
の
早
期
退
職
促
進
お
よ
び
助
成
金
制
度
か

ら
転
換
し
、
高
齢
者
の
人
的
資
源
の
方
針
を

再
考
し
、
新
た
な
人
事
制
度
の
再
構
築
が
迫

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

　
退
職
に
関
す
る
最
近
の
傾
向 

　
ド
イ
ツ
で
は
公
的
年
金
受
給
開
始
年
齢
が

男
性
で
六
五
歳
に
固
定
さ
れ
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
二
〇
〇
四
年
の
ド
イ
ツ
人
の
平
均

退
職
年
齢
は
、
六
一
・
三
歳
と
な
っ
て
い
る

（
図
表
２
参
照
）。
障
害
者
の
場
合
、
平
均
退

職
年
齢
は
五
〇
歳
で
あ
る
。
他
の
Ｅ
Ｕ
諸
国

と
比
較
す
る
と
、
ス
ペ
イ
ン
、
英
国
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
等
、
一
部
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
が
、
ド

イ
ツ
よ
り
も
高
い
平
均
退
職
年
齢
を
達
成
し

て
い
る
。 

　
こ
う
し
た
国
ご
と
の
差
異
は
、
労
働
市
場

の
状
況
の
違
い
や
労
働
市
場
退
出
に
関
す
る

制
度
的
枠
組
み
の
違
い
に
関
係
す
る
。
こ
こ

で
問
題
と
な
る
の
は
、
高
齢
者
の
雇
用
状
況

に
関
し
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
貢
献
が
可

能
で
あ
り
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
責
任
を
負

う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
 

　
ド
イ
ツ
労
働
市
場
の 

　
退
出
オ
プ
シ
ョ
ン 

　
高
齢
者
に
対
す
る
労
働
市
場
政
策
の
メ
ニ

ュ
ー
を
見
て
み
よ
う
。
ド
イ
ツ
の
社
会
保
障

制
度
下
に
お
け
る
労
働
市
場
政
策
と
し
て
の

市
場
か
ら
の
退
出
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
い
く
つ

か
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
受
動
的
施

策
が
助
成
金
等
支
給
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
能
動
的
施
策
で
あ
る
雇
用
・

訓
練
制
度
は
、
高
齢
者
の
就
業
可
能
性
（
エ

ン
プ
ロ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
）
の
獲
得
、
向
上
を

目
的
と
し
て
い
る
（
図
表
３
参
照
）
。
早
期

退
職
に
関
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
の
特
徴
は
次
の

三
つ
に
類
型
化
さ
れ
る
。 

（
１
）
総
合
障
害
者
年
金
お
よ
び
稼
得
能
力

低
下
給
付
金 

　
総
合
障
害
者
年
金
お
よ
び
稼
得
能
力
低
下

給
付
金
は
、
事
故
や
長
期
疾
病
の
と
き
、
ま

た
は
障
害
が
一
定
程
度
を
超
え
た
と
き
な
ど

で
就
労
が
不
可
能
な
場
合
、
被
用
者
に
、
早

期
に
労
働
市
場
か
ら
退
出
す
る
機
会
を
提
供

す
る
。 

（
２
）
失
業
保
険 

　
早
期
退
出
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
社
会
保
障
制

度
の
一
環
と
し
て
失
業
保
険
の
対
象
と
な
る
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
失
業
保
険
の
所
管
機
関
で

あ
る
連
邦
雇
用
庁
で
は
、
失
業
保
険
給
付
期

間
を
短
縮
で
き
る
可
能
性
を
検
討
し
て
い
る
。 

（
３
）
部
分
退
職 

　
企
業
の
合
理
化
努
力
の
一
環
と
し
て
、
高

齢
の
被
用
者
に
は
、
公
的
年
金
受
給
開
始

ド
イ
ツ 

早
期
退
職
か
ら
高
齢
者
雇
用
へ 

　
　
　
　
　
　
―
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応 

ド
イ
ツ
委
託
調
査
員
　
ハ
ル
ト
ム
ー
ト
・
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト 



36

Business Labor Trend  2006.12

第2特集―欧州における高齢者雇用の現状と政策 

齢
で
あ
る
六
五
歳
に
達
す
る
以
前
に
早
期
退

職
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け

る
中
心
的
制
度
は
、
高
齢
者
短
時
間
労
働
法

に
基
づ
く
部
分
退
職
制
度
で
あ
る
。
部
分
退

職
制
度
の
特
徴
は
、 

①
五
五
歳
以
上
の
被
用
者
全
員
に
よ
り
柔
軟

な
退
職
制
限
を
用
意
す
る
。 

②
退
職
前
の
五
年
間
は
勤
務
時
間
を
半
減
す

る
こ
と
が
可
能
。 

③
企
業
は
最
終
総
年
収
の
七
〇
％
ま
で
を
支

給
し
、
社
会
保
障
費
の
九
〇
％
ま
で
を
支
払

う
。 

④
企
業
が
失
業
者
ま
た
は
見
習
い
を
採
用
し

た
場
合
、
連
邦
雇
用
庁
か
ら
給
付
金
が
支
給

さ
れ
る
。 

な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
制
度
は
、
退
職

の
よ
り
柔
軟
な
段
階
的
移
行
を
保
証
す
る
も

の
で
は
な
い
。
実
際
に
は
二
・
五
年
間
フ
ル

タ
イ
ム
で
勤
務
し
た
後
に
退
職
す
る
こ
と
を

選
択
す
る
者
が
大
半
で
あ
る
。 

 

　
労
働
市
場
改
革
に
お
け
る 

　
高
齢
者
雇
用
の
取
り
組
み 

　
政
府
は
、
高
齢
者
の
職
場
復
帰
、
雇
用
期

間
の
延
長
、
あ
る
い
は
予
防
措
置
と
し
て
就

業
可
能
性
の
向
上
を
図
る
、
次
の
よ
う
な
い

く
つ
か
の
施
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
。 

（
１
）
賃
金
・
給
与
支
給
保
証
（E

ntg
elts -

icherung

） 

　
五
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
は
、
失
業
給
付
金

受
給
資
格
（
一
八
〇
日
）
が
あ
る
。
ま
た
以

前
の
収
入
と
比
較
し
て
低
額
の
職
に
つ
い
て

い
る
こ
と
を
条
件
に
、
賃
金
差
額
の
五
〇
％

の
額
の
手
当
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、
五
〇
歳
以
上
の
求
職
者
が
前
職
未

満
の
賃
金
で
新
た
に
就
職
し
た
場
合
に
、
連

邦
雇
用
庁
が
一
定
期
間
賃
金
差
額
の
大
部
分

を
補
助
金
で
補
償
す
る
制
度
。
二
〇
〇
七
年

末
ま
で
の
期
限
付
き
労
働
市
場
施
策
の
狙
い

は
、
一
定
の
失
業
期
間
後
に
新
た
に
就
職
す

る
こ
と
に
対
し
て
、
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。 

（
２
）
失
業
給
付
金
資
格
期
間
の
短
縮 

　
高
齢
者
の
失
業
給
付
金
資
格
期
間
は
、
こ

れ
ま
で
に
数
回
延
長
さ
れ
て
き
た
。
失
業
給

付
金
の
受
給
最
長
期
間
は
、
五
七
歳
以
上
の

者
で
、
三
二
カ
月
間
に
延
長
さ
れ
て
い
る
。

解
雇
を
回
避
す
る
た
め
、
被
用
者
は
、
構
造

的
時
短
補
償
金
（Strukturkurzarbeiterg-

eld

）
を
二
年
間
受
給
す
る
機
会
が
あ
る
。

し
か
し
、
ハ
ル
ツ
Ⅳ
法
（H

artz

―IV

）
に

よ
り
、
失
業
給
付
金
の
最
大
資
格
期
間
は
短

縮
さ
れ
た
（
二
〇
〇
六
年
二
月
一
日
以
降
、

五
五
歳
で
最
大
一
八
カ
月
）。
ま
た
、
二
〇

〇
五
年
時
点
で
、
構
造
的
時
短
補
償
金
（S-

trukturkurzarbeitergeld

）
の
最
大
受
給

期
間
も
一
年
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ル
ツ

Ⅳ
法
で
は
低
額
の
社
会
給
付
金
（Sozialhilf -

e

）
に
失
業
給
付
金
Ⅱ
（Arbeitslosengeld 

II

）
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。 

（
３
）
受
入
手
当
（E

ing
lied
erung

szus-
chuss

） 

　
五
〇
歳
以
上
の
高
齢
失
業
者
を
採
用
す
る

企
業
は
、
雇
用
補
助
金
を
受
給
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
受
入
手
当
は
、
労
働
市
場
の
一
般

的
状
況
か
ら
受
け
入
れ
が
困
難
な
採
用
が
難

し
い
失
業
者
を
企
業
が
適
切
な
常
勤
雇
用
に

採
用
し
た
場
合
に
、
企
業
に
対
し
て
支
給
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。 

（
４
）
再
訓
練
（F

o
rd
erung

 d
er W

eiter-
b
ild
ung

） 

　
中
小
企
業
（
被
用
者
一
〇
〇
人
以
下
）
に

お
い
て
、
雇
用
者
に
よ
る
賃
金
支
給
の
継
続

を
条
件
に
、
連
邦
雇
用
庁
（B

undesagent-
ur fur Arbeit

）
か
ら
再
訓
練
費
が
支
給
さ

れ
る
。
再
訓
練
と
は
、
以
下
を
意
味
す
る
。 

①
高
齢
労
働
者
、
つ
ま
り
五
〇
歳
以
上
の
者

の
就
業
可
能
性
の
支
援
を
目
的
と
す
る
。 

②
雇
用
者
数
一
〇
〇
人
以
下
の
企
業
で
あ
る

こ
と
が
、
給
付
金
支
給
条
件
の
一
つ
。 

③
再
訓
練
の
時
点
で
、
雇
用
契
約
が
存
続
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

④
再
訓
練
は
、
生
涯
学
習
の
概
念
を
満
た
す

知
識
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の

意
味
に
お
け
る
再
訓
練
は
、
企
業
ニ
ー
ズ
に

関
す
る
Ｏ
Ｊ
Ｔ
（
職
場
訓
練
）
と
は
異
な
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑤
訓
練
は
、

従
業
員
の
ニ
ー
ズ
に
適
う
、
よ
り
総
合
的
な

学
習
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
５
）
強
制
失
業
保
険
の
免
除
（B

efreiung 
d
es A

rb
eitg
eb
eranteils zur A

rb
eitslo

-
senversicherung

） 

　
五
五
歳
以
上
の
者
を
採
用
す
る
企
業
は
、

失
業
保
険
料
を
免
除
さ
れ
る
。 

（
６
）
採
用
補
助
金 

　
事
業
を
立
ち
上
げ
る
者
へ
の
採
用
補
助
金
。

つ
ま
り
、
起
業
者
が
高
齢
失
業
者
を
採
用
す

る
場
合
、
採
用
補
助
金
の
支
給
を
う
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
当
該
給
付
金
は
、
総
収
入
の

五
〇
％
を
上
限
と
し
、
従
業
員
五
人
未
満
の

企
業
に
対
し
て
、
一
二
カ
月
間
支
給
さ
れ
る
。 

 

　
最
近
の
政
策
評
価
結
果 

　
高
齢
労
働
者
を
対
象
と
し
た
上
記
労
働
市

場
施
策
の
利
用
者
数
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

最
近
の
評
価
結
果
か
ら
は
、
成
果
が
乏
し
い

こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
考
え
ら
れ
る
第
一

の
理
由
は
、
労
働
市
場
の
参
加
者
に
対
し
て
、

最
近
実
施
さ
れ
た
施
策
が
周
知
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
図
表
４
に
示
す
よ
う

な
一
般
的
傾
向
、
つ
ま
り
部
分
退
職
等
の
受

動
的
施
策
が
依
然
優
勢
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
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さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

が
企
業
の
視
点
か
ら
は
必
ず
し
も
魅
力
的
な

も
の
で
は
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
効
果
が
不
十
分
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
前
記
の
賃
金
・
給
与
支
給
保
証
を
修
正

す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
五
〇

プ
ラ
ス
」
に
関
し
て
、
最
近
政
府
は
新
た
な

提
案
を
打
ち
出
し
た（
図
表
５
）。
五
〇
歳
超

の
失
業
者
は
、
前
職
と
比
較
し
て
所
得
の
低

い
職
に
新
た
に
就
い
た
時
、
賃
金
補
助
金
の

受
給
資
格
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
当
該
補
助

金
で
は
、
賃
金
差
額
の
う
ち
、
初
年
度
は
五

〇
％
、
二
年
目
は
三
〇
％
が
対
象
と
な
る
。 

 

　
労
働
組
合
か
ら
見
た 

　
活
動
の
評
価
と
提
案 

　
ド
イ
ツ
の
高
齢
者
労
働
市
場
政
策
の
中
間

評
価
を
実
施
す
る
こ
と
は
、
現
状
で
は
、
必

ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
視
点
を
拡
大
し
て

み
た
場
合
、
ド
イ
ツ
の
労
働
市
場
政
策
は
二

つ
の
困
難
に
直
面
し
て
い
る
。
一
方
で
政
府

は
、
早
期
退
出
の
た
め
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
廃

止
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
れ
が
不
可
避

で
あ
る
の
は
、
社
会
保
障
支
給
の
費
用
は
急

激
に
増
加
し
て
お
り
、
ま
た
、
現
在
の
経
済

的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
圧
倒
的
な
強
さ
を
持

っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
た
め
、
政
府
は
社

会
保
障
支
給
の
削
減
を
実
施
し
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
移
転

支
給
、
特
に
部
分
退
職
は
高
水
準
に
達
し
て

い
る
。
他
方
、
高
齢
労
働
者
が
有
給
雇
用
に

留
ま
る
期
間
を
長
期
化
す
る
た
め
の
積
極
的

雇
用
・
訓
練
制
度
も
ま
た
、
現
在
の
と
こ
ろ

十
分
な
成
果
を
収
め
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な

い
。 

　
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
労
働
組
合
で
は

次
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
組
合
か

ら
み
て
成
功
と
い
え
る
今
後
の
発
展
と
は
、

退
職
年
齢
の
六
七
歳
へ
の
引
上
げ
だ
け
で
は

な
く
―
―
事
実
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
ド
イ

ツ
で
現
在
議
論
さ
れ
て
い
る
―
―
何
よ
り
も
、

政
策
に
よ
っ
て
経
済
の
一
般
的
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
と
労
働
市
場
の
状
況
を
改
善
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
全
般
的
な

雇
用
が
向
上
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
小
グ
ル
ー

プ
が
そ
の
恩
恵
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ

し
、
雇
用
全
体
が
増
加
し
た
場
合
で
も
、
高

齢
者
の
雇
用
条
件
改
善
の
た
め
に
は
依
然
と

し
て
個
別
の
施
策
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に

は
以
下
の
点
が
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。 

　
第
一
に
、
既
存
の
施
策
の
有
効
性
と
効
率

性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特

に
再
訓
練
に
関
し
て
、
ま
た
中
小
企
業
に
対

し
て
公
共
政
策
利
用
の
機
会
を
周
知
す
る
た

め
の
行
政
組
織
を
形
成
す
る
十
分
な
時
間
が

な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
文
脈
に
お

い
て
、
組
合
で
は
、
特
定
公
共
施
策
、
特
に

中
小
企
業
の
再
教
育
活
動
を
対
象
と
し
た
補

助
金
の
期
間
制
限
の
廃
止
を
要
求
し
て
い
る
。

組
合
は
、
こ
の
施
策
を
積
極
的
労
働
市
場
政

策
の
標
準
的
活
動
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
を

望
ん
で
お
り
、
さ
ら
に
、
再
教
育
補
助
金
の

対
象
を
労
働
者
二
〇
〇
人
の
企
業
に
ま
で
拡

大
す
る
こ
と
、
お
よ
び
生
涯
学
習
の
持
続
的

発
展
に
関
し
て
は
年
齢
制
限
を
五
〇
歳
か
ら

四
五
歳
に
ま
で
引
き
下
げ
る
こ
と
を
要
求
し

て
い
る
。 

　
第
二
に
、
早
期
退
職
、
ま
た
は
段
階
的
退

職
に
関
し
て
、
主
要
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
よ
り
責

任
を
負
う
よ
う
な
形
で
、
そ
の
コ
ス
ト
を
組

織
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
組
合
は
、
早
期
退

職
は
企
業
が
雇
用
を
削
減
し
、
そ
の
コ
ス
ト

の
一
部
を
強
制
失
業
保
険
、
ま
た
年
金
保
険

制
度
に
転
嫁
す
る
た
め
の
手
法
に
す
ぎ
な
い

と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
の
取
り
扱
い

に
関
し
て
、
組
合
と
し
て
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア

方
式（
１
）が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。 

　
第
三
に
、
組
合
は
企
業
に
対
し
て
、
被
用

者
を
劣
悪
な
労
働
環
境
に
よ
る
健
康
問
題
、

労
働
災
害
か
ら
保
護
す
る
よ
う
更
な
る
活
動

を
要
求
し
て
い
る
。
企
業
は
、
労
働
環
境
を

再
組
織
し
、
労
働
者
が
職
業
生
活
の
中
で
ジ

ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
機
会
を
増
や

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。 

 

〔
注
〕 

１
．
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
は
、
企
業
も
し
く
は
雇
用

者
が
雇
用
を
創
出
し
た
場
合
に
は
奨
励
金
を
受
給

し
、
正
当
な
理
由
な
し
に
高
齢
労
働
者
の
雇
用
を

削
減
し
た
場
合
に
は
罰
金
を
徴
収
す
る
と
い
う
賞

罰
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。 


